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本日、名古屋地方検察庁は、不当にも加藤誠二さんを

在宅起訴した。我々は満腔の怒りをもって弾劾する。

会社が盗まれたとされる資料は、ＪＲ東海労本部に匿

名で郵送されたものであり、内部告発である。子会社の

駅弁消費期限偽装も内部告発であるが、姿勢を糺すため

の勇気ある行為までも、会社・警察権力は組織破壊に利

用するとは絶対に許すわけにはいかない。窃盗の事実が

無いにもかかわらず、公安警察が前面に出た国策捜査で

あることは明らかである。

我々は、加藤誠二さんの無罪判決と不当解雇撤回を勝

ち取るために、職場から全力で闘う！

名古屋地検による

不当起訴弾劾！


